
県
、
和
歌
山

県
、
広
島
県

及
び
福
岡
県

の
全
域

財
団
法
人

日
本
建
築

設
備
・
昇

降
機
セ
ン

タ
ー

東
京
都
港
区

虎
ノ
門
一
丁

目
十
三
番
五

号

床
面
積
の
合
計

が
五
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超

え
、
一
〇
、
〇

〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
建

築
物
、
建
築
設

備
及
び
工
作
物

（
昇
降
機
等
に

限
る
。）
の
確

認
、
検
査

埼
玉
県
、
千

葉
県
、
東
京

都
の
区
域

（
島
し
ょ
部

を
除
く
。）並

び
に
神
奈
川

県
の
全
域

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁

目
十
三
番
五
号

平
成
十
一
年
五

月
十
三
日

財
団
法
人

住
宅
保
証

機
構

東
京
都
港
区

赤
坂
二
丁
目

十
七
番
二
十

二
号

床
面
積
の
合
計

が
五
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
以
内

の
住
宅
性
能
保

証
制
度
に
登
録

さ
れ
る
住
宅

（
共
同
住
宅
を

除
く
。）
の
確

認
、
検
査

埼
玉
県
浦
和

市
並
び
に
東

京
都
千
代
田

区
、
中
央
区

及
び
港
区
の

全
域

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目

十
七
番
二
十
二
号

平
成
十
一
年
六

月
三
十
日

財
団
法
人

日
本
建
築

総
合
試
験

所

大
阪
府
吹
田

市
藤
白
台
五

丁
目
八
番
一

号

技
術
評
価
・
審

査
に
関
連
す
る

建
築
物
及
び
工

作
物
の
確
認
、

検
査
等

滋
賀
県
、
京

都
府
、
大
阪

府
、兵
庫
県
、

奈
良
県
及
び

和
歌
山
県
の

全
域

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南

新
町
一
丁
目
二
番
十
号

平
成
十
一
年
十

月
四
日

財
団
法
人

住
宅
金
融

普
及
協
会

東
京
都
文
京

区
関
口
一
丁

目
二
十
四
番

二
号

地
上
階
数
が
三

以
上
で
、か
つ
、

床
面
積
の
合
計

が
一
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
共
同
住

宅
で
、
一
定
の

要
件
に
該
当
す

る
建
築
物
及
び

当
該
建
築
物
の

建
築
設
備
等
の

確
認
、
検
査

埼
玉
県
、
千

葉
県
、
東
京

都
及
び
神
奈

川
県
の
全
域

東
京
都
文
京
区
関
口
一
丁

目
二
十
四
番
八
号

平
成
十
二
年
四

月
二
十
五
日

指
定
認
定
機
関

指
定
の
区
分

業
務
区
域

認
定
等
の
業
務
を
行
う
事

務
所
の
所
在
地

認
定
等
の
業
務

の
開
始
の
日

名

称

住

所

財
団
法
人

日
本
建
築

セ
ン
タ
ー

東
京
都
港
区

虎
ノ
門
三
丁

目
二
番
二
号

第
三
十
三
条
第

一
項
各
号
に
掲

げ
る
区
分

日
本
全
域
及

び
外
国
型
式

部
材
等
製
造

者
の
認
証
に

係
る
国

イ

本
部

東
京
都
港
区

虎
ノ
門
三
丁
目
二
番
二

号

平
成
十
二
年
六

月
十
六
日

ロ

大
阪
事
務
所

大
阪

府
大
阪
市
中
央
区
常
盤

町
一
丁
目
三
番
八
号

財
団
法
人

建
材
試
験

セ
ン
タ
ー

東
京
都
中
央

区
日
本
橋
茅

場
町
二
丁
目

九
番
八
号

第
三
十
三
条
第

一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
に
掲

げ
る
区
分

日
本
全
域

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
茅

場
町
二
丁
目
九
番
八
号

平
成
十
二
年
六

月
十
六
日

財
団
法
人

ベ
タ
ー
リ

ビ
ン
グ

東
京
都
千
代

田
区
二
番
町

四
番
地
五

第
三
十
三
条
第

一
項
各
号
に
掲

げ
る
区
分

日
本
全
域
及

び
外
国
型
式

部
材
等
製
造

者
の
認
証
に

係
る
国

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町

四
番
地
五

平
成
十
二
年
六

月
十
六
日

財
団
法
人

日
本
建
築

総
合
試
験

所

大
阪
府
吹
田

市
藤
白
台
五

丁
目
八
番
一

号

第
三
十
三
条
第

一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
に
掲

げ
る
区
分

日
本
全
域

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南

新
町
一
丁
目
二
番
十
号

平
成
十
二
年
六

月
二
十
九
日

財
団
法
人

日
本
建
築

設
備
・
昇

降
機
セ
ン

タ
ー

東
京
都
港
区

虎
ノ
門
一
丁

目
十
三
番
五

号

第
三
十
三
条
第

一
項
各
号
に
掲

げ
る
区
分

日
本
全
域
及

び
外
国
型
式

部
材
等
製
造

者
の
認
証
に

係
る
国

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁

目
十
三
番
五
号

平
成
十
二
年
六

月
二
十
九
日

財
団
法
人

日
本
住

宅
・
木
材

技
術
セ
ン

タ
ー

東
京
都
港
区

赤
坂
二
丁
目

二
番
十
九
号

第
三
十
三
条
第

一
項
各
号
に
掲

げ
る
区
分

日
本
全
域
及

び
外
国
型
式

部
材
等
製
造

者
の
認
証
に

係
る
国

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目

二
番
十
九
号

平
成
十
二
年
六

月
二
十
九
日

指
定
性
能
評
価
機
関

指
定
の
区
分

業
務
区
域

性
能
評
価
の
業
務
を
行

う
事
務
所
の
所
在
地

性
能
評
価
の
業

務
の
開
始
の
日

名

称

住

所

財
団
法
人

日
本
建
築

セ
ン
タ
ー

東
京
都
港
区

虎
ノ
門
三
丁

目
二
番
二
号

第
五
十
九
条
第

一
号
、
第
二
号

及
び
第
五
号
か

ら
第
二
十
三
号

ま
で
に
掲
げ
る

区
分

日
本
全
域

イ

本
部

東
京
都
港
区

虎
ノ
門
三
丁
目
二
番
二

号
ロ

大
阪
事
務
所

大
阪

府
大
阪
市
中
央
区
常
盤

町
一
丁
目
三
番
八
号

平
成
十
二
年
六

月
十
六
日

平成˜š年š月š—日 金曜日 (号外第�š号)官 報

２

指
定
確
認
検
査
機
関
の
う
ち
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
の
名
称
及
び
住
所
、
指
定
の
区
分
、業
務
区
域
、

確
認
検
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
認
定
等
の
業
務
の
開
始
の
日
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
官
報
で

告
示
す
る
。

第
四
章
中
第
四
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
認
定
機
関
）

第
四
十
六
条
の
二

指
定
認
定
機
関
の
う
ち
、
民
法
第
三
十
四
条
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
る
も
の
の
名
称

及
び
住
所
、
指
定
の
区
分
、
業
務
区
域
、
認
定
等
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
認
定
等
の
業
務
の
開

始
の
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

指
定
認
定
機
関
の
う
ち
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
の
名
称
及
び
住
所
、
指
定
の
区
分
、
業
務
区
域
、
認

定
等
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
認
定
等
の
業
務
の
開
始
の
日
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
官
報
で
告
示

す
る
。

第
六
章
中
第
七
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
性
能
評
価
機
関
）

第
七
十
一
条
の
二

指
定
性
能
評
価
機
関
の
う
ち
、
民
法
第
三
十
四
条
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
る
も
の
の

名
称
及
び
住
所
、
指
定
の
区
分
、
業
務
区
域
、
性
能
評
価
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
性
能
評
価
の

業
務
の
開
始
の
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

šœ�


